
三次市教育委員会会議録 
 

１ 日  時  令和２年１１月１８日（水） 
         開会 午前 ９時１０分 
         閉会 午前１１時３０分 
 
２ 会  場  三次市役所本館 ６階 ６０３会議室 
 
３ 出席委員  教 育 長  松 村 智 由 

 委 員  小 根 森 直 子 

 委 員  深 水 顕 真 

 委 員  井 岡 直 美 

        委 員  藤 井 皇 治 郎 

 
４ 出席職員  教 育 次 長  甲 斐 和 彦 

教育委員会事務局付課長  河 野 智 樹 

学校教育課長  大 原 哲 也 

教育委員会事務局付課長  赤 木  実 

文化と学びの課長  古 矢 俊 彦 

教育総務係長  伊 藤 浩 司 

文化と学びの課主査  迫 あ す か 

５ 議事日程 

⑴ 議案第３１号 令和３年度就学児等の措置について（非公開） 
⑵ 議案第３２号 １２月補正予算（非公開） 
⑶ 報告１    三次市立中学校部活動外部指導員配置要綱の一部改正について 

       （公開） 

⑷ 報告２    三次市家庭学習支援のための通信環境整備に関する補助金交付 
要綱の一部改正について（公開） 

⑸ 報告３    （仮称）三次市新学校給食調理場整備計画（案）について 
（非公開） 



 
教育総務係長 ただいまから教育委員会会議を開催する。教育長の報告をお願する。 

松村教育長 １１月３日に奥田小由女さんが文化勲章を受章され，今日の新聞で，広島

県が名誉県民に選ぶ方針を固めたことが掲載されていた。新型コロナの影

響で開催を控えられていたイベント等もだんだんと開催をされるように

なった。１１月３日文化の日に，「おはなしワンダーランド」という行事

で，前に座っておられた方から「教育長に以前お話をいただいた言葉を大

事に頑張っている」と声をかけてもらった。萩市の明倫小学校では１年生

から６年生まで，学年ごと学期ごとに，吉田松陰の言葉を学んでおり，1

年生が入学したての１学期に習う言葉で「今日よりぞ 幼心（おさなごこ

ろ）を打ち捨てて 人と成りにし 道を踏めかし」という言葉を以前紹介

したことを思い出した。これを習った１年生の妹が，兄が母に駄々をこね

ているのをみて，その言葉を唱え「それは幼心だ」と兄をたしなめるとい

う話をあいさつでしたことがある。「その話を聞いて，私も自分を奮い立

たせて頑張らなければいけないと思い，今日もこの読み聞かせの会に参加

させてもらっている」と話していただいた。自分が話をしたことが相手の

方でどんな形で受け取ってもらうかを考えたときに，人前で話すことを大

事にしなければいけないということを改めて感じた。１１月１５日には，

皆さんにも見てもらった吉舎拠点施設で，吉舎図書館の開館式が行われた。

見ていただいた時にはまだ書棚も入っていなかったが，今は書籍も書棚に

収まり，勉強スペースもあり，子どもから大人まで使える形になっている

ので，近くへ行かれた際には立ち寄ってみていただきたい。 

教育総務係長 それでは，以降の進行を教育長にお願いする。 

松村教育長 これから議事に移る。本日の議案は，議案第３１号については，児童生徒

の個人情報を含む案件のため，また議案第３２号及び報告３については，

議会提出前の議案関連の案件のため，公開になじまないと判断する。つい

ては，三次市教育委員会会議規則第１４条第１項により非公開が適当と考

えるがいかがか。 

委 員 一 同 ―異議なし― 

松村教育長 本日の教育委員会会議へは傍聴の申し出がある。公開案件の報告を先に



受けたのち，非公開案件である議案第３１号及び議案第３２号を審議する

こととしてよろしいか。 

委 員 一 同 ―異議なし― 

松村教育長 それでは，まず報告事項から審議する。本日は傍聴の申出があり，傍聴の

申出者は，三次市教育委員会傍聴規則第２号による傍聴の手続きを行って

いると認め，三次市教育委員会会議規則第１４条第１項により傍聴を許可

する。 

 

―傍聴人入室― 

 

松村教育長 ここから，報告１，２を公開で行う。傍聴の方は，お渡ししている注意事

項をよくお読みいただき，静粛に傍聴していただくようお願いする。それ

では，報告１について事務局の説明を求める。 

教育委員会事務局付課長 三次市立中学校部活動外部指導員配置要綱の一部改正について報告する

ものである。三次市においては，中学校における部活動の指導をしてもら

うコーチとして，外部指導員を配置しており，第８条で，その報償費の単

価が「２，０００円」となっているものを「２，０３７円」と改めるもの

である。令和元年１０月の税制改正に伴い，三次市報償費・謝礼の支払い

基準が改正となり，報償費の支払いについては，令和元年１０月から２，

０３７円で支払っている。その際に要綱を改正すべきものであったものを

今回改正するものである。 

小根森委員 要綱について質問はないが，外部指導員について聞きたい。現在，外部指

導員が三次市に何人おられ，予算はどのくらいなのか。 

教育委員会事務局付課長 外部指導員は今年度１２人の要望が学校から出ている。予算については

今，手元に資料がないが，三次市には部活動指導員と外部指導員があり，

部活動指導員は昨年度からの実施で，顧問ができ大会引率ができる。時間

単価１，６００円で任用している。外部指導員は平成１９年度から配置し

ており，１回につき２，０３７円という予算であり，その時間コーチにあ

たるというものである。 

小根森委員 １２人ということなので，各学校１人配置されているということか。 



教育委員会事務局付課長 １２校全ての学校ではなく，要望の出ている５校へ配置している。学校の

教職員で部活動指導ができるところからは要望は出ていない。 

松村教育長 それでは，その他なければ，報告１についてはよろしいか。 
委 員 一 同 ―了承― 
松村教育長 続いて，報告２について事務局の説明を求める。 

教育委員会事務局付課長 三次市家庭学習支援のための通信環境整備に関する補助金交付要綱の一

部改正について報告するものである。本年８月にこの要綱を制定し，早期

の家庭における通信環境整備を行ってもらうため，申請書の提出締切を９

月３０日までとして申請を受け付けていたが，申請された家庭が予定件数

に達しておらず，また，期限を過ぎても問い合わせがあるため，提出期限

を１１月３０日まで延長しているものである。これまで，保護者には学校

を通じて，補助金申請の案内を２回通知しているが，まだ申請をされてい

ない家庭があるのではないかということで，もう一度，１１月３０日まで

の申請期限での通知をしているところである。今後の状況によって期間を

延長できるよう，第２条では，１月３１日まで，第３条では，３月３１日

まで期間を延長していく改正内容となっている。申請期間を短く区切って

延長するのは，早期に家庭の通信環境の整備を行ってもらうためであり，

２ヶ月ごとの区切りで申請の提出期限を改正していくものである。 

小根森委員 現在何パーセントくらいが申請をしているのか。 

教育委員会事務局付課長 パーセントでは出していないが，９月３０日時点では１２６件の申請が

あった。先週末時点の申請件数は１３０件後半である。 

小根森委員 未整備の家庭の件数は把握されているのか。 

教育委員会事務局付課長 アンケートをとった時点では，全世帯の２６パーセント，７７０件あまり

で，それに向けて啓発をしているところであるが，相談される内容を聞く

と，アンケートでは通信環境がないと答えたが，整備していた，気付かな

かったという家庭や，申請はしたが業者とよく話をしてみると該当ではな

かったということもあった。随時教育委員会へ相談してもらい，１件１件

対応しているところである。 

小根森委員 コロナがどのようになるかわからないが，すべての子どもたちに家庭で

の通信が受けられるようにするためには，未整備の家庭がないように確認



をして，最終的に本人から申請がない場合はどうするのかということは考

えているのか。 

教育委員会事務局付課長 教育委員が言われるように，Ｗｉ－ｆｉ環境の整っている世帯がどのく

らいあるのかというのをもう一度精査していかなければならないと思っ

ている。三次市のような中山間地の特徴として，ｄｏｃｏｍｏ等の電波が

届かないところもあるが，ケーブルテレビでカバーしているところがある。

今回，三次ケーブルビジョンでＰＩＯＮＥＴのインターネット回線のキャ

ンペーンを同時にされており，新規で設置する家庭については１万円で１

１月３０日まで申請できるようになっている。そのキャンペーンをみて，

更に増えていった状況があるので，今後そういった状況もみながらもう一

度精査していきたい。 

深 水 委 員 ケーブルテレビは，三次市内であれば，どんなへき地でも整備してくれる

のか。 

教育委員会事務局付課長 細かいところはわからないが，ＰＩＯＮＥＴを希望されるところには整

備していくと聞いている。 

小根森委員 最終的には学級単位で，整備がちゃんと整っているかどうかをきちんと

確認してもらいたい。 

松村教育長 整備に関わって期日を延ばすというものであるが，教育委員から意見や

質問があったように，それぞれが家庭につけることができる環境かどうか，

ＰＩＯＮＥＴを利用される家庭についての質問もあったので，そこも併せ

て確認をしてもらいたい。最終的に通信環境が整っていないと，利用に差

異が出てくるので，確認も含めて学校としっかりと連携を取りながら，各

学級単位でも確認をしてもらうようにと意見をいただいたので，その方向

性も併せて考えていただきたい。そのほか意見等なければ，報告２につい

てはよろしいか。 

委 員 一 同 ―了承― 

松村教育長 それではここからは非公開となるため，傍聴人に退室いただく。 

 

―傍聴者 退室― 

 



議案第３１号 令和３年度就学児等の措置について 

（個人情報を含む案件のため非公開） 

 

議案第３２号 １２月補正予算について 

（議会提出前の議案のため非公開） 

 

報告３    （仮称）三次市新学校給食調理場整備計画（案）について 

（議会提出前の議案のため非公開） 

 

松村教育長 これをもって本日の会議を終了する。 


